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The Role of Omcial Statistics and Data Dissemination

Sadanori Nagayama*

近年の統計データの利用は,コ ンピュータの発達とともに,従来とは比較にならないほど多
様化してきている。この統計需要の多様化に政府統計はいかに対処すべきかを,政府の収集す
べきデータの範囲の問題と,集めたデータをどう提供すべきかという問題と,二つについて考
える。前段の問題に関しては,政府統計の役割を国の行政目的に資するためでなく,国民の必
要とする統計情報をサービスすることも政府の役割であるとはっきり位置付ける。後段の問題
では,政府統計機関はready― madeの結果表だけでなく,tailor― madeの統計の作成を積極的
に行うべきである。その対応として,(1)個票テープの目的外使用,(2)標本テープの提供,

(3)統計作成機関による受託集計,(4)第 3者機関による受託集計,の四つの方法を提案する。

近年,政府統計 の利用への関心が一段 と強 まって きているが,そ の最 も大 きな要因 はコンピ
ユータの発達であろう.コ ンピュータ,特にパ ソコンの普及 によって,複雑 な統計処理が誰で
も可能 となって くると,統計 データの分析が一層緻密 にな り,それだけに政府統計への期待が

強 くなって きていると考 えられ る.こ のような統計利用の情勢の変化 にたい して,政府統計 は
どう対処 したらよいかを考 えてみたい .

政府統計のあ り方 として,(1)政府 はどの範囲のデータまで収集すべ きか, という問題 と,

(2)集めたデータをどのように提供 すべ きか, とい う二っの段階の問題がある.こ こでは主 と
して後者 の問題 をとりあげるが,は じめに前者の問題 も簡単 に触れてお こう.

1。 政府統計のとるべき範囲

政府統計のとるべき範囲を一般的に定義づけることは難しいが,た とえ定義づけてもその解
釈如何によって大きな影響をおよぼす.

一例をあげると,英国では 1981年 にD.Raynerが 政府の統計サービスについてのレポー ト
の中で,「政府は政府自身が政策上必要とするデータのみを収集すべきである」という,いわゆ
る“Rayner Phi10sOphy"を示した。ときの英国政府はこれをよりどころとして,通商産業省に
おけるBusiness surveyの 調査対象の規模を大幅に縮小し,産業統計が大きく後退してしまっ
た。1989年にはArmstrOng― Reesの勧告で,さ らに対象の規模 も,ま た報告書等も縮小された.

1990年になってECと の連携の問題 もあり,ま たその間の統計の質の低下に対する批判も大き
かつたため,政府も企業に対して基礎データを提供するという姿勢に転換し,調査の規模 も多
少は復活されたが,lo年間の後退は埋められなかったという報告がある(Astin[1])。 もっと
もこの転換の時期に,英国では統計機構の大改革が行われ,同時にBusiness surveyも 貿易産
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業省から大蔵省の中の中央統計局に移管となっているので,他にも事情があるかもしれないが,

一つの調査が政府の姿勢でゆれ動 く例として考えられよう.

この“政策上必要"と いう言葉はかなり曖味で,英国の例のように狭 く解釈すれば,“企業が

必要とする統計は民間の企業自身が集めればよい"と いうことになる.一方,“企業の活動を促

進し産業を発展させることは政府の重要な政策であり,しかも企業が必要とする市場の詳細な

情報を包括的に提供できるのは政府しかない"と いう論法でゆけば,“政策上必要"の範囲は拡

大される.

このような動揺を避けるためには,政府統計の役割を国の行政目的に資するためだけでなく,

国民の必要とする統計情報をサービスすることも政府の役割であるとはつきり位置付けること

が必要である (4.討論の項 (1)参照).す ると問題は“国民の必要とする統計情報"の範囲をど

うするかである。これは政府が民間の利用者の意見を充分聞いて,個別の統計毎にその範囲に

ついて公平な判断をすることが必要であろう.

我が国では政府の統計機関の多 くは,統計調査の企画段階で,政府関係者の他にも,学者,

民間利用者からの意見を聞 く研究会等を設けて,その判断の場 としているが,必ずしも充分と

は言い難い.政府は積極的に民間との交流の場を通じて国民のニーズを把握し,民間の要望す

る調査項目等が“個人的関心からではなく公共的な価値があり,しかもコスト的に可能であり,

かつ調査目的に反しない"も のであるならば,調査設計の段階でその採用を検討すべきであろ

つ .

2.データの提供 (Dissemination)の 問題

2.1 利用者の立場にたつたデータの提供

次に政府は集めたデータをどのように提供すべきか,と いう問題に移ろう.

統計調査によつて得られた統計データは国民の共有の財産であり,従つて統計データを利用

者に使いやすい形式で提供することは政府の責務である,と いう認識が必要である.

従来から政府の統計データは積極的に提供されてきてはいるが,こ の “利用者に使いやすい

形式で"と いう配慮は必ずしも充分とはいい難い.使い易 く提供することによつて統計の利用

が広まれば,国民の統計に対する理解が深まり,ひいては統計調査に対する国民の協力の改善

につながる.従つて統計データを使い易 くする努力は,調査環境の改善を通じて統計作成機関

自身に還元されてくるのである.

2.2  ready― madeと tai10r― made CD多腱署十

これまでの政府統計の提供 (Dissemination)は ,“一定の結果表を統計作成機関が集計して

印刷物で刊行する"のが基本であつた.しかし現代の統計データの利用は,前述のようにコン

ピュータの発達とともに,従来とは比較にならないほど多様化してきている.従つて統計機関

の作成する ready― madeの結果表だけでは,到底需要を満たすことは無理であり,ま たあらゆ

る需要を想定して膨大な集計をすることは無駄でもある.従つて利用者の注文に応じてつくる

tailor― madeのデータ提供の問題が重要となってきている.

そこで,(1)ready― madeの統計データの提供の問題 と,(2)tai10r―madeの統計作成の要求

にどこまで応ずるべきか,と いう問題を分けて検討する.

2.3 ready―madeの統計の提供一印刷物と磁気媒体

ready― madeの統計データは,印刷物による統計報告書のほかに,磁気テープによる提供も比

較的早 くから行われていたが,そ の利用は大型計算機をもつ一部の機関に限られていた.しか

し近年パソコンが,企業,学校,一般家庭にまで広 く普及してきたのに応じて,フ ロツピーデ

ィスクによる提供が少しずつ現れ始めた.フ ロツピーによる提供を積極的におこなえば,裾の
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広い統計不U用の拡大に役立つ.

さらにはCD―ROM Iこ ょる提供 も一般化するであろうが, CD― ROMは禾u用 の便禾Uさ ととも
に,図書館等で国勢調査のような膨大な統計報告書に置換えて,収納スペースを節約する効用
もある.従って統計作成者は調査企画の段階から,印刷物の統計表作成の計画と同じウエイ ト
で,磁気テープ,フ ロッピー,CD―ROMそれぞれによる結果の提供を総合的に計画をすること
が望まれる.

2。4 tailaor― madeの集計の対応

利用者の注文に応じた tailaor― madeの集計には,幾つかの対応が考えられる.そ こで,(1),
個票テープの目的外使用,(2)標本テープの提供,(3)統計作成機関による受託集計,(4)第
二者機関による受託集計,の四つの可能性について分けて論じよう.

(1)個票テープによる集計―統計目的外使用の問題

統計法では,調査票の統計目的外使用の規定によって,個票テープを使用する道は開いてい
るが,そ の適用はきわめて厳しく,利用は国,地方公共団体に限られ,学術的な目的であって
も,民間では利用できないのが現状である.指定統計では,答申者に申告義務を課す代 りに,

個票の秘密を守る義務がある.従って個票の秘密保持は,統計調査者と答申者との間の信頼関
係脅つなぐ最大のポイントであり,統計機関がこの規定を厳格に運用してきたのも理由がある.

しかし統計結果の活用を考えると,そ の承認の範囲を国及び地方公共団体のほかに,民間で
も公益性の強い大学,研究機関のような公益法人が,研究目的に使用する場合は,統計目的外
使用の申請をみとめ,審査のうえで個票テープによる集計の道を開くことが考えられる.

指定統計調査調査票使用申請要領 (昭和 40年 2月 27日 ,行政管理庁告示第 14号 ,改正昭和 59
年 9月 14日 ,総務庁告示第 9号)の事務処理要領によれば,使用者の承認の範囲には,公務員以
外でも,学校,病院,研究所等の民間の施設の職員も含まれるとされているが,実際には “調
査票の使用目的が公益性の高いものであること"と いう基本的基準に合わないと云うことで,

民間の利用は認められていない.そ のため,国立の機関が個票テープを使って分析した研究論
文を,他の学者が追試しようとしてもその道が閉ざされているという不満が生じている.し た
がつて民間の機関でも,使用目的が公益性の高いものであれば承認を考慮してもよいのではな
いかと考える.こ れは次の標本テープの利用と関係してくる.

(2)“標本テープ"の一般提供の問題

次の段階は個票テープのアイデントを消去し,かつ個体の識別が不可能な処理をしたテープ
を一般に提供 (販売)し ,利用者が自分の目的に応じて自由に分析可能な道を開 くことである。
この個体の識別不可能な処理をしたテープを個票テープと区別するために,以下では"標本テ
ープ"と 呼ぶことにする (討論 (4)参照).こ の標本テープならば個票の秘密を犯すことには
ならないので提供は可能であるが,問題は,般の人がその通 りに理解してくれるかどうかにか
かつている.

欧米諸国ではすでに人ロセンサス等から抽出した標本テープ等を販売している例が多 くみら
れるが,日 本では,必ずしもこの問題を外国のように割 り切って考えているとは限らないので,

充分な理解がえられるように慎重に準備を進めるべきである.しかし一方,利用者の要望はつ
よく,ま た国際機関からも所得分布の国際比較の基礎 となる標本テープの提供が求められてい
る等,早急な対応が必要である.

そこで可能な手llkと しては,一部の標本調査の “標本テープ"の提供から始め,そ して国民
の理解が進むに応じて,そ の範囲を広げてゆくのが妥当な手1頁 と考えられる.

(3)統計作成機関による集計―政府統計のマーケティング
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利用者が集計能力のない場合は,統計作成機関が注文に応じて tai10r― madeの集計をする方

法がある.現在総務庁統計局は,国及び地方公共団体の委託をうけて集計を行うことが設置法

上認められているが,民間に対して有料の集計サービスを行うこと制度上困難である.

今年 (1991年)の ISIでは “政府統計のマーケツテイング"と いうテーマのセツシヨンで,

統計サービスの販売の問題がかなり議論された.オーストラリア,ニ ユージーランド,ベルギ

ー等の国では,政府統計のマーケツテイングの考えを積極的に導入して,統計結果の販売,有

料の集計サービス,オ ンラインのデータベースのサービス等を行つて,そ の収入を統計予算の

中に組入れている報告があつた.これによつて潜在的な統計需要が把握され,ま た統計関係者

にインセテイブを与える等のメリットが強調されたが,英国のような慎重論の国もあつた [2]

～[6].いずれにしても日本の場合は,制度的な問題をまず解決しなければならないが,国,民

間をとわず外部からの要望が一般性のある有用な統計であるならば,統計作成機関が積極的に

追加集計して公表する方が,統計データの有効利用という観点からは望ましい。

実際問題として,統計作成機関が調査の企画段階で利用者の意見を聴取しても,集計に関し

ては具体的な要望が出てこないといわれる.む しろ結果が公表された後で,再度,作成者と利

用者の間に情報交換の場があれば,よ り具体的な要望が得られるであろうし,その中の公益性

の高い要望については,統計作成機関が追加集計をする余力をのこしておくことが望ましい。

(4)第二者機関による集計

政府の統計作成機関が民間からの集計を受託することが困難な場合,それに代る特定の団体

を指定して個票テープの使用をみとめ,民間の要請に応じて有料で tailor― madeの集計をする

方法が考えられる。 (こ の場合,秘密保持に関しては万全の措置が必要である.)こ の方式なら

ば,比較的早 く結論がでると思われる.

3。 ま と め

統計調査は膨大な予算と,国民の協力によつて行われたものであるから,そ の成果としての

統計データは国民の共有の財産である.そ の統計データをより有効に活用してゆくためにはど

のような方法をとるべきか,と いう観点からtailor― madeの集計に関して,四つの方法を提案

した.こ の四つの方法はいづれか一つではなく,相互補完的なものと考えている.こ のように

いろいろな可能性を繰返し議論をしてゆくうちに,関係者の意識が共通のものとなって前進し

てゅくものと思われる.

いずれにしても今後,統計調査は集計完了後でも過去に遡つて個票データを再利用するケー

スはますます増加すると思われる.従つて統計作成機関は tai10r― madeの集計が容易にできる

ような体制と,磁気テープ等の整備に工夫が必要である.多少技術的な話になるが,例えば 1990

年国勢調査で試みられた Image Capture方式 (調査票のマークシー ト上の産業,職業等の具体

的な手書きの文字情報を,そ のままイメージとしてテープに入力する方式)では,将来,コ ー

ド化されていない分類集計が必要な場合,調査票に戻らなくてもテープのイメージからコード

化が可能となり,再集計の可能性に大きく貢献すると思われる.

4. シンポジウムにおける討論

本論は統計学会 60周年記念シンポジユウムにおいて報告をしたものであるが,討論者の腰原

久雄氏からは次のような有益なコメントをいただいたので,私の意見,お よび竹内 啓,奥野

忠一,渋谷政昭各氏の意見とあわせてまとめておきたい.

(1)腰原氏は官庁統計の性格について,官庁統計は公共財的な機能を持つべきであるが,作成

者側は行政目的に適合することが強調され過ぎており,一方利用者側は分析技術の精緻化によ
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って非常に個別的な情報をもとめてきている.こ の公共性 と個別性をどう調和 してゆくのか,

そして作成者側の負担 (同時に被調査者の負担)と ,利用者の個別的要望 とをどう調和 してゆ

くのかが問題である.官庁統計が公共財的なものとして提供すべき部分 と,一方,商品として

個別的に対応する部分 とはどういうものかを,作成者 と利用者の間で十分議論が行われるべき

であると述べられ,官庁統計の積極的な対応 とともに,利用者の過度な要求に対 しても限界を

示された.

また竹内氏は基調報告の中で,統計の性格について,“政府は国民のために必要な情報サービ

スをすることである"と いう発想 も必要ではないか と述べられている.私 も両氏 とほぼ同じ意

見である.

(2)腰原氏は,tailor― madeの四つの方法の中では,第 3の統計作成機関による集計がもっとも

望ましい.それは,①統計作成機関が統計需要の動向を直接把握できること,②秘密保持が徹

底しやすいこと,③また有料化をすれば統計作成についてのインセンティブが働くこと (ただ

し公共財として提供する部分が減るおそれがある)を理由に挙げておられる.

たしかに政府機関が tailor― madeの統計を追加集計の形で作成してくれれば,そ の結果は公

表され,要望者以外の人でも広 く利用が可能となるので最善であることはたしかである.しか

しそれには統計作成機関の余力の問題,ま た有料とするならば制度的な問題をクリアーしなけ

ればならない.

(3)ま た腰原氏は,第 1にあげた民間でも公益性のつよい大学や研究機関に個票テープの統計

目的外使用の可能性を認める方法は,統計の利用者の範囲が広 くなっている現在,特定部分に

だけ提供するのは望ましくないのではないか.第 2の方法の標本テープの提供は,ア イデント

を消去するとリンケージができなくなり,分析の可能性が狭まってしまうので,その点からも

第 3の方法が望ましい.さ ら第 4の第二者機関による方法は,第 3の方法に近いが,統計作成

機関が統計需要の動向を直接把握できない,組織が複雑化してコストがかるのではないか,秘
密保持の点で国民のコンセンサスが得られるか,等の点について疑間を呈された.

それぞれ今後十分に検討すべき問題であるが,第 1の方法は,現在,承認の範囲を国立か民

間かで区別しているが,本来は使用目的の公益性で区別するのが趣旨であるので,最小限,民
間の公益的機関まで考慮の対象としたらどうかと考えている.第 2の方法も,利用者の多様性

から考えると,多 くの利用者の場合は,個体の識別不能な標本テープでも十分分析が可能 と思

われる.ま た第 4の第二者機関の活用は,統計作成機関による有料の受託集計が,実際問題 と

して早急な実現は困難と思われるので,実現可能なアプローチとして提案した.

私としては,こ の四つのアプローチはいづれか一つというのではなく,政府はいろいろな手

段を用意して,民間の多様な結果利用の要請に答えていくことが望ましいと考えている.腰原

氏も他の方法を排除するという意図はなく,ま た奥野氏も,標本テープや第二者機関の活用な

ども含めて具体的に前進させるべきである,と 述べられている.

(4)渋谷氏からは,個票テープの個体の識別を不可能にする方法については,ア イデントの消

去だけでは不十分で,い ろいろな追加処理の方法を提案された.私もこの問題は重要であり,

早急に研究会等を設けて,疑念の残らない処理方法を確立することが必要であると思う。とく

に米国のように,詳細な小地域の統計情報が要求されてくると,個体の識別可能性の検討は重

要である.た だし標本調査の場合は,セ ンサスと異なってその処理方法は比較的に簡略化でき

ると思ゎれるので,その意味からも,標本調査の標本テープの提供から逐次スタートするのが

望ましいと思う。
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